
地域別構想案の調整について

資料６



地域別勉強会での検討過程について



現行土地利用方針図

・都市開発諸制度の適用が可能な範囲を基に「区民が考える広域拠点」を踏まえ、広域拠点の範囲を設定

区民が考える広域拠点

１

〇都市開発諸制度の適用が可能な拠点地区の範囲や一体的なまちづくり、拠点としてのまとまりを考慮しながら、
広域拠点とすべき範囲として、「区民が考える広域拠点」を検討

〇「区民が考える広域拠点」の範囲をおおむね網羅する形状で広域拠点の範囲を設定し、各地域の整備方針図に反映

広域拠点

都市開発諸制度の
適用が可能な範囲
区民が考える広域拠点

凡 例

柴又・高砂地域

区民が考える広域拠点都市開発諸制度の
適用が可能な範囲

広域拠点

水元・金町・新宿地域

広域拠点区民が考える広域拠点都市開発諸制度の
適用が可能な範囲

しょうぶ通り



現行土地利用方針図

区民が考える広域拠点

凡 例

都市開発諸制度の
適用が可能な範囲

都市開発諸制度の
適用が可能な範囲

亀有・小菅・堀切・お花茶屋地域

区民が考える広域拠点 広域拠点都市開発諸制度の
適用が可能な範囲

青戸・立石・四つ木地域

区民が考える広域拠点 広域拠点

奥戸・新小岩地域

区民が考える広域拠点 広域拠点 ２広域拠点

都市開発諸制度の
適用が可能な範囲
区民が考える広域拠点



市街地整備方針図

・「地域の代表的な道路・公園」を検討するとともに、全体構想の市街地整備方針図にも反映

地域の代表的な道路・公園

〇身近なコミュニティ道路や盆踊りなどの地域の活動で利用する公園を「地域の代表的な道路・公園」として抽出
〇「地域の代表的な道路・公園」の施設規模や利用状況を踏まえ、全体構想の市街地整備方針図における、「広域
拠点周辺でエリアマネジメントを促進するエリア」と「公共空間等を活用した地域活動を促進するエリア」に反映

凡例

水元・金町・新宿地域

３

理科大学通り、しょうぶ通り
東金町一丁目の道路、末広通り
旧すずらん通り

市街地整備方針図

市街地整備方針図

地域の整備方針図

地域の整備方針図

しょうぶ通り理科大学通り

東金町一丁目の道路

末広通り
旧すずらん通り

柴又・高砂地域

フロリズ通り

京成高砂駅の南北
を縦断する道路

細田公園

まんだら公園

鎌倉公園

細田公園

まんだら公園

鎌倉公園

フロリズ通り

京成高砂駅の南北を
横断する道路



４凡例

亀有・小菅・堀切・お花茶屋地域

地域の代表的な道路・公園

奥戸・新小岩地域

市街地整備方針図

市街地整備方針図

青戸・立石・四つ木地域

地域の整備方針図

市街地整備方針図地域の整備方針図

市街地整備方針図地域の整備方針図

亀有リリオパーク、ゆうろーど

亀有中川堤公園

亀有リリオパーク

ゆうろーど

亀有中川堤公園

水道道

木根川中央公園

四つ木公園

東新小岩二丁目
かがやき公園

西井堀せせらぎパークから
新小岩駅に向かう道

木根川中央公園

四つ木公園

水道道

西井堀せせらぎパーク
から新小岩駅に向かう道

東新小岩二丁目
かがやき公園



庁内調整の結果を踏まえた修正



○各地域の整備方針図に「公共交通の充実に向けて検討する地域」を表示
○各地域の整備方針に、各地域で検討する方向性を追記

・「公共交通の充実に向けて検討する地域」を各地域の整備方針図に表示し、整備方針に方向性を追記

公共交通の充実に向けて検討する地域

５

Ⅱ.地域の整備方針
（４）交通体系整備の方針④

路線バスの再編・増便等や新金線
の旅客化など、利便性向上の検討
を進めます。

水元・金町・新宿地域

柴又・高砂地域

Ⅱ.地域の整備方針
（４）交通体系整備の方針④

循環路線の新設や新金線の旅客化
など、利便性向上に係る検討を進
めます。

奥戸・新小岩地域

Ⅱ.地域の整備方針
（４）交通体系整備の方針③

循環バスの継続運行や新金線の
旅客化など、利便性向上の検討
を進めます。

青戸・立石・四つ木地域

Ⅱ.地域の整備方針
（４）交通体系整備の方針⑤

地域主体交通の導入による、鉄道・
路線バスとの連携強化を進めます。

亀有・小菅・堀切・お花茶屋地域

Ⅱ.地域の整備方針
（４）交通体系整備の方針③

路線バスの再編や増便などによる
利便性向上を検討します。

Ⅰ.まちづくりの目標
（３）整備方針図

公共交通網整備方針図

公共交通の充実に向けて検討する地域



水元・金町・新宿地域

・都に整備を要望した実績がある、補助277号線について、整備方針図に「整備促進」を追加

６

過去に東京都へ要望活動を行っているため、
「補助277号線の整備促進」と記載

庁内調整における意見

Ⅰ.まちづくりの目標
（３）整備方針図

補助277号線の整備促進



水元・金町・新宿地域

・市街地整備の方針に、「地域の担い手や活動団体の育成」に関する記述を追加

７

金町駅周辺地区まちづくりプラ
ンの記載内容である「地域の担
い手、活動団体の育成」を追加

庁内調整における意見

Ⅱ．地域の整備方針
（３）市街地整備の方針②

金町駅南北の往来を促し、駅周辺の回遊性やにぎわい創出の
ため、エリアマネジメント組織によるまちづくりやイベント
の企画・運営を支援し、地域の魅力発信や、空き店舗の活用、
地元商店街の活性化を進め、拠点間の連携を推進します。

調整前の案

調整後の案

金町駅周辺の回遊性向上や賑わい創出、拠点間の連携に向け、
エリアマネジメント組織によるまちづくりやイベントの企
画・運営を支援し、地域の魅力向上や情報の発信、地域の担
い手や活動団体の育成、空き店舗活用、地元商店街の活性化
を促進します。



水元・金町・新宿地域

・中川や大場川について、親水テラス等の整備を働きかける旨の記述、河川軸の形成に関する記述を追加

8

記述なし

・中川や大場川への親水テラス等の整備
を管理者に働きかけるため、記述を追加
・整備方針図の中川河川軸の形成に関する
記述を整備方針にも追加

庁内調整における意見

大場川堤防整備イメージ
出展：中川・綾瀬川圏域河川整備計画

Ⅱ．地域の整備方針
（５）緑と水辺の整備、景観形成の方針⑧

中川・大場川沿いでは、水辺に親しめる施設整
備の働きかけや、回遊性の向上を図るとともに、
河川空間を活用した地域活動を促進します。

調整前の案

調整後の案



柴又・高砂地域

・柴又の景観保全については、国の重要文化的景観の正式名称「葛飾柴又の文化的景観」で文言を統一

9緑と水辺の整備、景観形成の方針①も同様に修正

Ⅱ．地域の整備方針
（３）市街地整備の方針①

柴又帝釈天及びその周辺は、境内の景観や江戸川堤防、
柴又公園等（高台）からの眺望、参道から帝釈天への
通景に配慮した歴史的街並み、矢切の渡しなどの観光
資源の保全を図るとともに、無電柱化や段差の解消な
どのバリアフリー化や国際的な観光拠点として外国語
表記の案内板の整備するなど、受け入れ態勢の充実を
図ります。

葛飾柴又の文化的景観の保存、
活用を進めるための計画である
「国選定重要文化的景観 葛飾
柴又の文化的景観整備計画」が
策定されたことを踏まえ、正式
名称である「葛飾柴又の文化的
景観」と表現庁内調整における意見

帝釈天参道 文化的景観対象範囲
（景観地区条例の適用範囲）

柴又帝釈天及びその周辺は、歴史的な街並みである境内
の景観や江戸川堤防、柴又公園等（高台）からの眺望、
参道から帝釈天への通景、観光資源である矢切の渡しな
ど、「葛飾柴又の文化的景観」の保全を図るとともに、
無電柱化や段差の解消などのバリアフリー化や国際的な
観光拠点として外国語表記の案内板の整備など、受け入
れ態勢の充実を図ります。

調整前の案

調整後の案



東京拘置所周辺と公共施設
等のオープンスペースを活
用した地域活動の促進

亀有・小菅・堀切・お花茶屋地域

・拘置所周辺での地域活動の促進に、拘置所も公共施設のオープンスペースとして活用していく旨を追記

Ⅱ．地域の整備方針
（２）土地利用の方針②

小菅一丁目地区は、地区計画に基づく街づくりを推進し、地域資源を生かしたまち
づくりを目指します。

小菅地域では、東京拘置所周辺だけではなく、
公共施設としての地域貢献を前提として、拘置
所のオープンスペースも活用した地域活動を促
進する旨を表現

庁内調整における意見

小菅一丁目地区では、地区計画を活用し、地域資源を生かした街づくりを推進すると
ともに、公的空間を確保し、オープンスペースを活用した地域活動を促進します。 10

調整前の案

調整後の案

Ⅰ.まちづくりの目標
（３）整備方針図

東京拘置所

東京拘置所で開催されている矯正展



青戸・立石・四つ木地域

・四ツ木駅周辺での生活拠点の形成について、実情を踏まえ、都市基盤整備を中心とした記述に修正

四ツ木駅周辺では、令和３年度、権利者同
士の意向が異なるなど、まちづくりの機運
醸成に至らなかったことから、都市基盤整
備を中心とした記述に修正

庁内調整における意見

Ⅰ.まちづくりの目標
（２）まちづくりの基本方針①

四ツ木駅周辺では、地域の顔となる駅前空間の
整備を図るとともに、活力ある商業環境を促進
し、身近な生活サービスの提供の場となる生活
拠点の形成を図ります。

11

四ツ木駅周辺では、地域の顔となる駅前空間の
整備や、安全性・防災性向上を図るため都市基
盤整備を推進し、地域住民にとって身近な生活
拠点を形成します。

調整前の案

調整後の案

四ツ木駅周辺整備イメージ



青戸・立石・四つ木地域

・京成押上線の連続立体交差事業の目的を、葛飾区基本計画の記述を踏まえ、「地域分断の解消」から
「道路交通の安全確保、南北の回遊性向上」に修正

Ⅰ.まちづくりの目標
（２）まちづくりの基本方針①

交通渋滞、地域分断の解消に向け、京成押上線
の連続立体交差事業を推進するとともに、高架
下の有効活用を図ります。

12

交通渋滞の解消、道路交通の安全確保、南北の
回遊性向上に向け、地域を横断する京成押上線
の連続立体交差事業を推進するとともに、高架
下の有効活用を検討し、賑わいの創出や利便性
の向上を図ります。

調整前の案

調整後の案

連続立体交差事業について、当該地域を走行して
いる旨の記述追加や「地域分断の解消」を「回遊
性の向上」など葛飾区基本計画の表現に修正

庁内調整における意見



青戸・立石・四つ木地域

・再開発事業により創出される商業環境と既存の商店街との共生により、賑わいを創出する記述を追加

再開発事業で新たに創出される商業環境と既存
の商店街の共生により、さらなる賑わいを創出、
と記述を追加

庁内調整における意見

Ⅱ．地域の整備方針
（３）市街地整備の方針②

地域の関係団体・関係者が主体となったまちづくり
組織の形成や連携促進を図り、エリアマネジメント
活動を推進します。

13

新たな商業環境と既存商店街との共生や連携、地域
の関係団体などが主体となったまちづくり組織の形
成などエリアマネジメント活動を促進し、賑わいの
創出を図ります。

調整前の案

調整後の案

立石駅周辺の商店街



奥戸・新小岩地域

・西新小岩五丁目地区について、他の木造住宅密集地域と区別するため、独立した記述として、地元の
意向を踏まえた内容に修正

西新小岩五丁目地区
防災まちづくり計画

（案）

Ⅱ．地域の整備方針
（１）防災まちづくりの方針③

西新小岩５丁目などの木造住宅密集地域では、
細街路や行き止まり道路などの解消、建物の不
燃化等による防災性の向上と住環境の改善を図
るなど、地域の状況に応じた災害に強い街づく
りを進めます。

事業化を検討している西新小岩５丁目について、地元
の意向である、防災生活道路の拡幅や建物の不燃化に
特化した表現とするため、木造住宅密集地域とは区別
できるよう、個別の文章に変更

庁内調整における意見

14

③木造住宅密集地域では、細街路の拡幅や行き
止まり道路などの解消、建物の不燃化等による
防災性の向上と住環境の改善を図るなど、地域
の状況に応じた災害に強い街づくりを進めます。
④地域危険度が高い西新小岩五丁目地区では、
地域との協働により、防災生活道路の拡幅整備
や建物の不燃化等を推進します。

調整前の案

調整後の案



奥戸・新小岩地域

・森永乳業東京工場跡地について、土地所有者との協議状況を踏まえた記述に修正

Ⅱ．地域の整備方針
（２）土地利用の方針①

森永乳業東京工場跡地については、民間事業者と連携し、
周辺市街地との調和など諸条件を踏まえて、安全で便利な
街づくりに寄与する土地利用の検討を進めます。また、中
川スーパー堤防事業の促進や堤防と一体となった沿川市街
地の高台化等を推進し、治水対策と連携した高台まちづく
りを進めます。

土地所有者や関係機関と行っているまちづくり
に関する協議の状況を踏まえた記述に修正

庁内調整における意見

森永乳業東京工場

15

森永乳業東京工場跡地については、関係機関と連携し、周
辺市街地との調和など、諸条件を踏まえ、中川スーパー堤
防事業や堤防と一体となった沿川市街地の高台化等、安全
で便利な街づくりに寄与するよう検討します。

調整前の案

調整後の案


